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平成17年8月29日 

各 位 

不動産投信発行者名 

東京都港区浜松町二丁目4番1号 

オリックス不動産投資法人 

代表者名 執行役員 市川 洋 

（コード番号 8954） 

問合せ先 

ｵﾘｯｸｽ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

執行役員 齊藤 裕久 

TEL:03-3435-3443 

 

 
利害関係人等との取引に関するお知らせ 

 

 
本投資法人の平成17年8月29日開催の役員会にて、下記のオリックス・アセットマネジメン

ト株式会社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する法律施行令で定める）との取引が承

認されましたのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

1. 取引の内容 

 

(１) 不動産関係資産の取得 

 
取引の種類 関係会社等 取引の内容 

不動産関係 

資産の取得 

オリックス 

株式会社 

本投資法人は平成17年8月29日付売買契約に基づき

左記関係会社等より「シーフォートスクエア／センタ

ービルディング（不動産信託受益権）」を取得価格合

計 18,000 百万円（消費税及び地方消費税をそれぞれ

含みません。）にて、2回に分割して取得する予定です。

取得の日程は次のとおり予定しております。 

第1回 2005年9月30日（準共有持分50％） 

第2回 2006年4月28日（残余の準共有持分50％） 

 

(注)1. 関係会社等とは、本投資法人の資産運用会社の社内規程である｢関係会社取引規

程｣において定めるものであり、資産運用会社の利害関係人等及びその関係会社等

をさします。 

(注)2. 上記記載の不動産関係資産の概要については、本投資法人が本日付で公表した

「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。 
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(２) 運用不動産にかかる不動産信託受益権準共有者間協定書の締結 
取引の種類 関係会社等 取引の内容 

運用不動産に

かかる 

不動産信託受

益権準共有者

間協定書の 
締結 

オリックス 

株式会社 

本投資法人は、「シーフォートスクエア／センタービル

ディング（不動産信託受益権）」の準共有持分 50％を

取得後、左記関係会社等との間で当該受益権に関する

代表受益者を選任し、準共有者としての権利義務に関

連して必要な事項について定める予定です。 

運用不動産にかかる不動産信託受益権準共有者間協定 
書の概要は以下のとおり予定しております。 

準共有持分割合：  本投資法人 50％ 

        左記関係会社等 50％ 

契約期間：平成17年8月29日より以下の事由のいず

れかが発生した時まで。 

① 当該信託の終了 

② 本投資法人または左記関係会社等による当該受

益権全部の取得 

代表受益者：左記関係会社等 

 

 

 

2. 取引先の概要 

              （平成17年3月31日現在） 

商  号 概  要 

オリックス 

株式会社 

所在地：東京都港区浜松町二丁目4番1号 

設 立：昭和39年4月17日 

主要株主：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社他 

事業内容：リース、割賦売買及びその他金融サービス、不動産関連事業 

 

以上 

 

 

 

本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省建設専門紙記者会 


